
議案第２８号

令和２年度身延町の簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１７，１２０千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

６１４，５９８千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入

歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の変更は、「第２表　地方債補正」による。

令和３年　３月　３日　提出

令和２年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

身 延 町 長 望 月 幹 也
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　歳　入 (単位：千円）

4. 国庫支出金 38,353 △ 5,894 32,459

1. 国庫補助金 38,353 △ 5,894 32,459

5. 繰入金 303,191 △ 9,026 294,165

1. 一般会計繰入金 303,191 △ 9,026 294,165

8. 町債 82,900 △ 2,200 80,700

1. 町債 82,900 △ 2,200 80,700

631,718 △ 17,120 614,598 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 

補 正 前 の 額
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補　　正　　額 計

第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算 補 正　

款 項



（単位：千円）

1. 水道維持費 226,924 0 226,924

1. 簡易水道管理費 226,924 0 226,924

2. 水道事業費 136,194 △ 17,120 119,074

2. 簡易水道建設費 105,619 △ 17,120 88,499

3. 公債費 268,500 0 268,500

1. 簡易水道公債費 268,500 0 268,500

631,718 △ 17,120 614,598
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　歳　出

補　　正　　額 計補 正 前 の 額款 項

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 
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（変   更） (単位：千円）

限度額 起債の方法 利  率 限度額 起債の方法 利  率

簡易水道事業債 55,900 証書借入 57,700 補正前に同じ 補正前に同じ 補正前に同じ

過疎対策事業債 27,000 同上 同上 同上 23,000 同上 同上 同上

計 82,900 80,700

　年４．０％以内
（ただし、利率見
直し方式で借入れ
る政府資金及び地
方公共団体金融機
構について、利率
の見直しを行なっ
た後においては、
当該見直し後の利
率）

　政府資金について
は、その融資条件によ
り、銀行その他の場合
にはその債権者と協定
するものによる。ただ
し、町財政の都合によ
り据置期間及び償還期
限を短縮し、又は繰上
償還もしくは低利に借
換えをすることができ
る。

第 ２ 表　　地   方   債   補   正

起債の目的
補     正     前 補     正     後

償還の方法 償還の方法



１.　総　　括

（歳　入）

4 国庫支出金 38,353 △5,894 32,459

5 繰入金 303,191 △9,026 294,165

8 町債 82,900 △2,200 80,700

631,718 △17,120 614,598

（単位：千円）

　　 歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計  

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
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補正前の額 補　正　額 計款



（歳　出） （単位：千円）

1 水道維持費 226,924 0 226,924 5,700 △ 5,700

2 水道事業費 136,194 △ 17,120 119,074 △ 5,894 △ 7,900 △ 3,326

3 公債費 268,500 0 268,500 △ 5,700 5,700

631,718 △ 17,120 614,598 △ 5,894 △ 2,200 △ 9,026歳　　出　　合　　計

地方債 その他
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補正前の額 補　正　額

補 正 額 の 財 源 内 訳

款 計 特　　定　　財　　源
一般財源

国県支出金



2.  歳　入
(款)  4.国庫支出金 (項)  1.国庫補助金 （単位：千円）

 1 簡易水道国庫補助金 38,353 △5,894 32,459  1 国庫補助金 △5,894 国庫補助金  

38,353 △5,894 32,459

(款)  5.繰入金 (項)  1.一般会計繰入金

 1 簡易水道一般会計繰 303,191 △9,026 294,165  1 水道事業費繰入金 △3,326 建設費繰入金

入金  2 公債費繰入金 △5,700 公債費繰入金  

303,191 △9,026 294,165

(款)  8.町債 (項)  1.町債

 1 水道事業債 82,900 △2,200 80,700  1 簡易水道事業債 1,800 簡易水道事業債

 2 過疎対策事業債 △4,000 過疎対策事業債  

82,900 △2,200 80,700

 8.町債 簡易水道事業特別会計

補　正　額 計
節

金　　額区　　分
目 補正前の額

計
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説　　                  明

計

計



3.  歳　出
(款)　 1.水道維持費 (項)　 1.簡易水道管理費 （単位：千円）

 1 簡易水道管 226,924 0 226,924 5,700 △5,700 　　　・財源組替  

理費 　　　　　地方債 5,700  

　　　　　一般財源 △5,700  

226,924 0 226,924 5,700 △5,700

(款)　 2.水道事業費 (項)　 2.簡易水道建設費

 1 簡易水道建 105,619 △17,120 88,499 △5,894 △7,900 △3,326 14 工事請負費 △17,120  1◆簡易水道建設費 △17,120

設費   14.工事請負費 △17,120  

　　・工事請負費 △17,120  

　　　・【中富西部簡水】  

　　　・配水管布設工事  

　　　・配水池築造工事  

　　　・給水管布設工事  

　　　・舗装本復旧工事  

　　　・消火栓格納箱設置工事  

105,619 △17,120 88,499 △5,894 △7,900 △3,326

(款)　 3.公債費 (項)　 1.簡易水道公債費

 1 元金 228,777 0 228,777 △5,700 5,700 　　　・財源組替

　　　　　その他 △5,700  

　　　　　一般財源 5,700  

268,500 0 268,500 △5,700 5,700

金   額
国県支出金 地方債 その他

計

計

計
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区　　分
説　　   明補　正　額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　定　財　源
一般財源

目 補正前の額

節


